
 

 

 

 

委託業務仕様書 

 

 

 

 （業務名） 

令和７年度 「高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく 

指定登録機関運営業務」委託業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市都市局市街地整備部住宅課 



１ 一般事項 
⑴ 適用の範囲 

ア この仕様書は、札幌市が実施する「高齢者の居住の安定確保に関する法律に基 

づく指定登録機関運営業務」の委託に適用する。 

イ 本業務の実施にあたっては、この仕様書に従うこと。 

ウ この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義を生じた事項については、委託 

者と十分協議のうえ処理すること。 

エ 受託者は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年４月６日法律 

第 26 号。以下「法」という。）」第 28 条に基づく指定登録機関として、委託者

より指定を受けなければならない。なお、指定を受けるにあたり、受託者は法第

30 条各号に定める基準に適合していなければならない。 

⑵ 業務の準備 

受託者は、業務の目的を十分理解し、目的達成のために必要な人員を確保すると

ともに最高の技術を発揮するよう、責任ある技術者を備えなければならない。 

⑶ 秘密の保持 

ア 受託者は、業務の処理に当たり知り得た一切の事項について、他に漏らし、 

又は自己の利益のために使用してはならない。 

イ 委託者が提供する資料等を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

⑷ 成果品 

ア 成果品は全て委託者の所有とし、委託者の承諾を受けないで他に公表、貸与又 

は使用してはならない。 

イ 本業務の処理において生じた著作権その他の権利は、委託者に帰属する。 

⑸ 環境負荷の低減 

本業務の実施にあたっては、環境に配慮し、紙資源やエネルギーの節約及びリ 

サイクルの推進に努めること。 

 

２ 業務の概要 
法第 28 条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の

閲覧の実施に関する事務（法第四節の規定による事務を除く。以下「登録事務」とい

う。）の全部とする。 
 
３ 業務の期間 

令和７年（2025 年）４月 1 日（火）から令和８年（2026 年）3 月 31 日（火）まで

とする。 

 
４ 業務の実施方法 

受託者は、法第 33 条第 1 項の規定に基づく登録事務に関する規程（以下「登録事

務規程」という。）を定め、委託者の認可を受け、登録事務を実施すること。 

⑴ 登録事務を行う事務所 



受託者は、札幌市内に登録事務を行う事務所を定めること。 

⑵ 登録事務を行う時間及び休日 

受託者は、次の各号に定める日を除き、午前９時から正午まで及び午後１時から 

午後５時まで登録事務を行う。 

ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規 

定する休日 

イ 受託者が定める休日（年末・年始、夏季休業等） 

⑶ 登録手数料 

受託者は、法第 40 条第 1項の規定に基づき、法第 28 条の規定により、指定登録

機関が行う登録を受けようとする者から札幌市証明等手数料条例に定める手数料

を徴収するものとする。 

受託者は、法第 40 条第２項の規定に基づき、当該手数料は受託者の収入とし、 

それ以外の登録事務に係る費用について、登録事業者その他から徴収することはで 

きない。 

⑷ 登録事務規定の変更 

登録事務規定を変更する場合は、委託者の認可を受けてから変更しなければなら

ない。 

 

５ 業務の内容 

⑴ 登録内容の審査 

受託者が行う登録内容の審査事項は、次の各号に掲げるものとする。 

ア 法第６条第１項及び第２項の登録における申請 

イ 法第８条の登録の拒否 

ウ 法第９条第１項及び第２項の登録事項等の変更における届出 

エ 法第 11 条第３項の地位の承継における届出 

オ 法第 12 条第１項及び第２項の廃業等における届出 

⑵ 登録の抹消 

受託者は、法第 13 条第 1項各号のいずれかに該当した場合は、登録を抹消しな 

ければならない。 

⑶ 結果の通知 

受託者は、事業者等からの申請や届出に対し、その結果について次の各号に掲げ 

る通知をしなければならない。様式は登録事務規程に定めるものとする。 

ア 法第７条第１項の登録をしたときは、登録した旨の通知書又は登録の更新をし

た旨の通知書により、当該登録を受けた者及び委託者に通知する。 

イ 法第５条第１項の登録を受けようとする者が法第７条第１項の基準に適合し

ないと認めるときは、登録の基準に適合しない旨の通知書により、申請者に通知

する。 

ウ 法第８条第１項の規定により登録の拒否をしたときは、登録をしない旨の通知

書により、申請者に通知する。 



エ 法第９条第１項及び法第 11 条第３項の届出により変更の登録をしたときは、

変更の登録をした旨の通知書により、委託者に通知する。 

オ 法第 13 条第 1 項の規定により登録を抹消したときは、登録を抹消した旨の通

知書により、委託者に通知する。 

⑷ サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの登録・公開承認 

受託者は、上記⑴⑵についての審査終了後、サービス付き高齢者向け住宅提供シ

ステムの登録・ホームページ公開承認を行うものとする。 

⑸ 登録簿の閲覧 

受託者は、法第７条第２項の登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

⑹ 帳簿の備え付け及び保存 

受託者は、法第 34 条第１項の規定により、次の各号に掲げる登録事務に関する 

事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。ただし、電子計 

算機等に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機 

その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への 

記載に代えることができる。 

ア 登録の申請をした者の商号、名称又は氏名及び住所 

イ 登録の申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の位置 

ウ 登録の申請を受けた年月日 

エ 登録又は拒否の別 

オ 拒否の場合には、その理由 

カ 登録を行った年月日 

キ 登録番号 

ク 登録の内容 

ケ その他登録事務に関し必要な事項 

⑺ 書類の保存 

受託者は、法第 34 条第２項の規定により、次の各号に掲げる登録事務に関する 

書類を保存しなければならない。ただし、電子計算機等に備えられたファイル又は 

磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面 

に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 

ア 登録の申請に係る書類 

イ 法第 13 条第１項第１号の規定による登録の抹消の申請に係る書類 

ウ その他委託者が必要と認める書類 

⑻ 登録等に係る問合せ・相談対応 

 

６ 業務の修得 

  受託者は、委託者から依頼があった場合は、業務実施期間の開始に先立ち、委託者

の指示する者による、実務研修を受け、業務を遂行するために必要な技術、技能を修

得したのち、業務を引継ぐものとする。 

  なお、引継期間は２週間以上確保すること。 



 

７ 業務の継承 

  受託者は、委託者から依頼があった場合は、業務実施期間の終期に先立ち、委託者

の指示する者に対し、実務研修を行い、業務を遂行するために必要な技術、技能を継

承したのち、業務を引継ぐものとする。 

なお、引継期間は２週間以上確保すること。 

 

８ 注意事項 
⑴ 受託者は、委託者が委託業務処理について調査等を行うときは、関係職員を調 

査等に立ち会わせ、また関係書類を提出するものとする。 

⑵ 受託者は、法第 39 条第 1項の規定により登録事務の全部又は一部を休止したと 

きは、委託者に次に掲げる事項を引き継がなければならない。 

ア 登録事務 

イ 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類 

ウ その他委託者が必要と認める事項 

⑶ 登録を受けようとする者からの提出書類の不備等により、前年度に登録が完了 

していない申請については、受託者が本業務において取り扱うものとする。 

 

９ 業務の報告 
⑴ 受託者は、別添様式１の委託業務処理状況報告書を毎月、その翌月 10 日までに 

委託者に報告しなければならない。 

⑵ 受託者は、業務完了時に、登録簿、登録事務に関する事項を記載した帳簿及び登 

録事務に関する書類（記録が行われたファイル又は磁気ディスクを含む）を、委託

者に提出しなければならない。 



様式１ 
 
 

委託業務処理状況報告書（  月分） 
 
 
 札幌市長      様 
 
 
                受託者  住所 
                     氏名               
 
 

委託業務名 令和 年度 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく 
指定登録機関運営業務 

 
 
  令和 年 月 日付けで契約した上記の業務処理状況について関係書類を添えて

報告します。 
 
 
 

記 
 
 ○添付書類 

別添１ 業務処理状況報告 
別添２ 書類受理及び手数料収納に係る受領台帳 

 
 



様式１　別添１ 業　務　処　理　状　況　報　告

Ⅰ　サービス付き高齢者向け住宅登録制度

　（１）登録等 （単位：件、戸）

件数

戸数

件数

戸数

件数

増戸数

減戸数

件数

減戸数

件数

戸数

件数

戸数

　（2）閲覧等（札幌市分） （単位：件）

計

来所による問合せ

通信手段による問合せ

累計

登録

消除

計

変更

更新

５月前年度まで ６月４月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

３月 計

札
幌
市

１１月 １２月 １月 ２月８月 ９月 １０月４月 ５月 ６月 ７月



様式１　別添２
令和　　年度　書類受理及び手数料収納に係る受領台帳

No.1

書類
受理

手数料
収納

受付 登録
例外
基準

前払
家賃

利用権
方式

1 4/1 4/7 4/8 (株)札幌ケアサービス 40 ○ 40,800 書類郵送、銀行振込

2 4/8 4/8 4/8 札幌ライフケア(有) 8 ○ 28,800

3 4/28 4/30 4/30 医療法人　札幌会 120 ○ ○ 81,600 4月計 3件 168戸 151,200円

4 4/28 4/30 5/1 (株)札幌福祉 25 31,000

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

193 182,200

193 182,200

※この様式により難いときは、別の様式を用いることができる。

日付
事業者名 住戸数

追加審査
番号

小計

手数料
金額

備考

Ｒ　　年度　合計

記載例


